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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で
も
っ
と
便
利
に

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
が
始
ま
り
ま
す
　
パ
ー
ト
１

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
、
日
本
国
内
の
全
住
民
に
通
知
さ
れ
る
、
一
人
ひ
と
り

異
な
る
12
ケ
タ
の
番
号
を
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
と
い
い
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
効
率
的
に
情
報
を
管
理
し
、
複
数
の
機
関
に
存
在
す
る
個

人
の
情
報
が
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

３
つ
の
大
き
な
目
的

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
に
は
次
の
３

つ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

①
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現

　

所
得
や
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受

給
状
況
を
行
政
が
把
握
し
や
す
く
な

る
た
め
、
負
担
を
不
当
に
免
れ
る
こ

と
や
給
付
を
不
正
に
受
け
る
こ
と
を

防
止
し
、
本
当
に
困
っ
て
い
る
人
に

き
め
細
か
な
支
援
を
行
え
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

②
利
便
性
の
向
上

　

添
付
書
類
の
削
減
な
ど
、
行
政
手

続
が
簡
素
化
さ
れ
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

行
政
機
関
が
持
っ
て
い
る
自
分
の
情

報
を
自
ら
が
確
認
し
た
り
、
行
政
機

関
か
ら
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
の
お
知
ら

せ
を
受
け
取
っ
た
り
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

③
行
政
の
効
率
化

　

地
方
公
共
団
体
な
ど
の
行
政
機
関

で
、
様
々
な
情
報
の
照
合
、
転
記
、

入
力
な
ど
に
要
し
て
い
る
時
間
や
労

力
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
ま
す
。
複
数

の
業
務
間
で
の
連
携
が
進
み
、
作
業

の
重
複
な
ど
の
無
駄
が
削
減
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

自
分
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
は

い
つ
わ
か
る
？

　

平
成
27
年
10
月
以
降
、
す
べ
て
の

日
本
国
民
、
お
よ
び
、
中
長
期
在
留

者
や
特
別
永
住
者
な
ど
の
外
国
人
一

人
ひ
と
り
に
、
12
桁
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
通
知
さ
れ
ま

す
。

　

通
知
方
法
は
、
簡
易
書
留
を
利
用

し
て
、
原
則
と
し
て
住
民
票
に
登
録

さ
れ
て
い
る
住
所
あ
て
に
送
付
さ
れ

ま
す
。

　

届
け
ら
れ
る
の
は
、通
知
カ
ー
ド
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
書
と
返
信

用
封
筒
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る

説
明
書
類
で
す
。
ど
れ
も
大
事
な
書

類
で
す
の
で
、
紛
失
し
な
い
よ
う
に

大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
を

し
ま
し
ょ
う　

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
書
が
届
い

た
ら
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
発

行
の
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
表
面
に
氏

名
・
住
所
・
生
年
月
日
・
性
別
・
顔

写
真
が
、
裏
面
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

な
ど
が
記
載
さ
れ
た
IC
チ
ッ
プ
付
き

の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
カ
ー
ド
で
す
。

　

こ
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
自
分

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
た
書
類

を
提
出
す
る
場
合
や
本
人
確
認
の
必

要
な
場
合
に
利
用
で
き
ま
す
。

※
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、

　

次
号
で
よ
り
く
わ
し
い
内
容
を
お

　

知
ら
せ
し
ま
す

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
原
則
一
生

変
更
さ
れ
ま
せ
ん

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
一
生
使
う
も
の

で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
漏
え
い
し

て
、
不
正
に
使
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る

場
合
を
除
い
て
、
番
号
は
一
生
変
更

さ
れ
ま
せ
ん
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
大
切
に
管
理
し

て
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
い
つ
か
ら

使
う
の
？

　

平
成
28
年
１
月
か
ら
、社
会
保
障
、

税
、
災
害
対
策
の
行
政
手
続
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

（
厚
生
年
金
な
ど
に
つ
い
て
は
平
成

29
年
１
月
以
降
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
誰
が
ど
の

よ
う
な
場
面
で
使
う
の
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
国
の
行
政
機
関

や
地
方
公
共
団
体
な
ど
に
お
い
て
利

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、

年
金
・
雇
用
保
険
・
医
療
保
険
の
手

続
、
生
活
保
護
・
児
童
手
当
そ
の
他

福
祉
の
給
付
、
確
定
申
告
な
ど
の
税

の
手
続
な
ど
で
、
申
請
書
等
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。（
10
ペ
ー
ジ
下
図
）

　

ま
た
、
税
や
社
会
保
険
の
手
続
き

は
、
事
業
主
や
証
券
会
社
、
保
険
会

社
な
ど
が
個
人
に
代
わ
っ
て
手
続
き

を
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、勤
務
先
や
証
券
会
社
、

保
険
会
社
な
ど
の
金
融
機
関
か
ら
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

平成 28年 1月以降、マイナンバーが必要となる手続き

社会保障関係の
手続

●年金の資格取得や確認、
　給付
●雇用保険の資格取得や
　確認、　給付
●ハローワークの事務
●福祉分野の給付
●医療保険の給付の請求
　　　　　　　　　など

●税務署に提出する確定
　申告書、届出書、法定
　調書など
●都道府県・市町村に提
　出する申告書、給与支
　払報告書　　　　など

●防災・災害対策に関す
　る事務
●被災者生活再建支援金
　の給付
●被災者台帳の作成事務

など

税関係の手続 災害対策

平成 28年 1月以降、マイナンバーはこのように利用されます

講師、
原稿の執筆者

など
従業員など

報酬など
給与の支払い

保険料の徴収

●報酬等にかかる支払調書の作成
●源泉徴収票の作成
●雇用保険被保険者資格取得届の作成
●厚生年金保険被保険者資格取得届の作成
●健康保険被保険者資格取得届の作成

事 業 者

税務署・市町村
年金事務所・健康保険組合

ハローワーク

マイナンバー
1234…

報酬などに係る
支払調書の提出

マイナンバーを記載

源泉徴収票、
給与支払報告書提出

マイナンバーを記載

社会保険関係の
手続き

マイナンバーを記載

民
間
企
業
で
も
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
取
扱
い
ま
す

　

民
間
企
業
は
、
従
業
員
の
健
康
保

険
や
厚
生
年
金
の
加
入
手
続
を
行
っ

た
り
、
従
業
員
の
給
料
か
ら
源
泉
徴

収
し
て
税
金
を
納
め
た
り
し
て
い
ま

す
。
証
券
会
社
や
保
険
会
社
な
ど
の

金
融
機
関
で
も
、
利
息
・
配
当
金
・

保
険
金
な
ど
の
税
務
処
理
を
行
っ
て

い
ま
す
。
平
成
28
年
１
月
以
降
（
厚

生
年
金
、
健
康
保
険
は
平
成
29
年
１

月
以
降
）
は
、
こ
れ
ら
の
手
続
を
行

う
た
め
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
企
業
や
団
体
に
勤

め
て
い
る
人
や
金
融
機
関
と
取
引
が

あ
る
人
は
、
勤
務
先
や
金
融
機
関
に

本
人
や
家
族
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提

示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
民
間
企
業
が
外
部
の
人
に

講
演
や
原
稿
の
執
筆
を
依
頼
し
、
報

酬
を
支
払
う
場
合
、
報
酬
か
ら
税
金

の
源
泉
徴
収
を
し
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
外
部

の
人
か
ら
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
提
供

し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
う

上
で
注
意
す
る
こ
と

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
得
は
、
法
令

で
定
め
ら
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
ま

す
。
同
時
に
、
利
用
目
的
を
き
ち
ん

と
通
知
ま
た
は
公
表
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

取
得
す
る
際
は
、
な
り
す
ま
し
な
ど

を
防
止
す
る
た
め
、
本
人
確
認
を
厳

密
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
人
確
認
を
行
う
際
に
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
確
認
と
身
元
確
認
が
必

要
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
に
は
、
通

知
カ
ー
ド
か
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
入
り
の

住
民
票
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
身
元

の
確
認
に
は
、
運
転
免
許
証
か
パ
ス

事業者がマイナンバーを記載するその他書類の例

報酬月額算定基礎届／報酬月額変更届／健康保険被扶養者
（異動）届／健康保険・厚生年金保険産前産後休業／育児休
業等取得者申出書・終了届／国民年金第 3号被保険者関係
届／配当・剰余金の配分および基金利息の支払調書／不動
産の使用料等の支払調書／不動産等の譲受けの対価の支払
調書など

ポ
ー
ト
（
そ
れ
ら
が
難
し
い
場
合
は

健
康
保
険
被
保
険
者
証
や
年
金
手
帳

な
ど
２
つ
以
上
の
書
類
）
の
提
示
が

必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
発

行
さ
れ
て
い
れ
ば
、
個
人
番
号
カ
ー

ド
の
み
で
本
人
確
認
が
可
能
で
す
。

　

ま
た
、
事
業
者
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

は
不
要
に
な
っ
た
場
合
、
廃
棄
が
必

要
で
す
。
こ
の
た
め
、
年
や
年
度
ご

と
に
整
理
す
る
な
ど
、
保
管
体
制
を

見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

加
え
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む

個
人
情
報
を
漏
え
い
し
た
り
失
く
し

た
り
し
な
い
よ
う
に
、
取
扱
責
任
者

や
事
務
取
扱
担
当
者
な
ど
、
担
当
者

以
外
が
取
り
扱
う
こ
と
の
な
い
よ
う

に
安
全
管
理
措
置
の
義
務
が
生
じ
ま

す
。社
員
教
育
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
株
式
会
社
な
ど
の
法
人
に
指
定
さ

　

れ
る
「
法
人
番
号
」
に
つ
い
て
は

　

次
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
全
般
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

℡
０
５
７
０
‐
２
０
‐
０
１
７
８

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

●
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
つ
い
て　

　

市
民
課
窓
口
係

　

℡
23
‐
１
１
２
７

マイナンバーキャラクター
「マイナちゃん」


